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プレジャーボートの安全運航をサポート 

～ＭＩＣＳスマートフォン用サイトの試験運用を開始～ 

 

 海上保安庁では、プレジャーボート、漁船等の船舶運航者やマリンレジャー

愛好者の方々に対して、海の安全に関する情報をウェブサイトや電子メールな

どにより、リアルタイムに提供する沿岸域情報提供システム（ＭＩＣＳ）を運

用しています。 

 この度、ＭＩＣＳの利便性向上の一環として、携帯性、操作性に優れたスマ

ートフォンの利用者増加に対応するため、スマートフォンの機能を最大限に活

用し、情報を簡単に入手できる「ＭＩＣＳスマートフォン用サイト」を開設し、

４月から試験運用を開始しています。 

平成２６年の管内における船舶事故隻数は１３６隻で、その約７割（９９隻）を

プレジャーボート、漁船、遊漁船（以下「小型船舶」と表記）が占めています。 

これら小型船舶の事故のうち、例えば乗揚事故の多くは、浅瀬など危険海域の情

報不足により発生している傾向にあることから、携帯性、操作性に優れたスマート

フォンを活用し、乗揚事故が多発している危険海域などの情報を確認・入手するこ

とにより、これらの事故防止効果が期待できます。 

 

【ＭＩＣＳスマートフォン用サイトの特徴】 

● 気象現況や緊急情報などが地図画面上で一目で分かる！ 

● 現在地周辺の海の安全情報も確認できる！ 

● 船舶の安全運航等に必要な情報が入手できる！ 

 

 

○ＭＩＣＳスマートフォン用サイトのＵＲＬ 

 http://www6.kaiho.mlit.go.jp/sp/index.html 

○今後の予定 

 平成２７年７月 運用開始予定 

 

 

 

問い合わせ先 

海上保安庁 第四管区海上保安本部 

交通部 企画課長 小野 祐輔（内線2610） 

電話 052-661-1611（代表）  

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/sp/index.html


管内における海難の現況（平成26年）

Ⅰ 平成26年 船舶事故概況

• 四管区内における船舶事故は、136隻

• 用途別でみると、プレジャーボート、漁船、遊漁船（以下「小型船舶」と表記）が全体の約7割（99隻）
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①船舶事故隻数の推移（過去10年間）

②用途別船舶事故の現況
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平均66隻/年
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事故隻数 平均140隻/年

小型船舶（漁船・遊漁船・プレジャーボート）
による事故が約7割（99隻）
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小型船舶事故（99隻）の傾向として・・・

 発航前点検不十分により事故に至っているケース（機関故障、運航阻害）

 定置網や海苔網の設置位置を把握せず事故に至っているケース（乗揚）

約7割

Ⅱ 小型船舶事故の傾向
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Ⅲ 対応策
スマホ版MICSにより海の安全に関する各種情報提供

危険海域の存在
を示す情報

■乗揚事故防止対策①
（浅瀬、潜堤などの存在を示す危険海域情報）



■乗揚事故防止対策②
（定置網、海苔網などの設置区域を示す情報）

■二次的事故防止対策
（航路障害物、漂流船などの存在を示す情報）

漂流船情報

転覆し漂流
している船舶

定置網に

乗揚げている
船舶

定置網の存在を
示す情報

漂流船の存在を
示す情報



■点検不十分などによる機関故障事故対策
（安全意識の向上に係る啓発情報）

発航前点検に関する情報

安全運航に関する情報

船体機器整備等に関する情報



海上保安庁が発表する緊急情報や気象庁発表の気象警報・注意報等の情報は、事
前登録することにより、電子メールでも受け取ることができます。

配信メールの例

件名：
避難勧告

本文：
2015/○/△ 00：00
第四管区海上保安本部 発表

避難勧告です。
00：00震度6強の地震発生
00：00津波警報発令

○○港長
○○海上保安部

●詳細情報

（気象警報等が発令された場合）

■気象現況等の情報不足による事故防止対策
（気象現況、緊急情報）

①気象現況
灯台等の航路標識で観測した気象情報
（風向・風速など）

件名：
[発表]気象警報・注意報

本文：
2015/○/△ 00：00
気象庁発表

●気象警報・注意報
○尾張西部
強風注意報[発表]
波浪注意報[発表]

○尾張東部
強風注意報[発表]
波浪注意報[発表]

②緊急情報

（避難勧告が発令された場合）

○緊急情報配信サービス登録用サイトのＵＲＬ
http://www.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html

海上保安庁が発表する緊急情報（船舶の航
行の制限・禁止に関する情報など）

○緊急情報配信サービス（メール配信サービス）による情報提供

http://www.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html

